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平成２５年度第３回大和市福祉有償運送運営協議会 会議録 

 

■日 時：平成２６年２月７日（金） 午後２時から３時 

■場 所：大和市役所第２分庁舎 ２階 会議室 

■参加： 

［出席委員］８名 

竹内職務代理、鈴木委員（委任状により永井氏が出席）、大屋委員、小関委員、中澤

委員（委任状により脇氏が出席）、松園委員、石井委員、海老沢委員 

（表決書での参加委員）石渡委員 

［欠席委員］２名 

居垣会長、伊澤委員 

 

［事 務 局］ 

健康福祉部長：金子 

健康福祉総務課長：小山 

地域福祉担当：小口（係長）、山本、玉田 

 

［申請者（団体）］ 

NPO法人 はあとけあ：安田法晃氏 

NPO法人シニアネットワークさがみ：久保寺恒治氏、小関友子氏 

NPO法人 ワーカーズ・コレクティブ ケアびーくる：奥平ます美氏、林洋氏  

■次第： 

 １．開 会 

 ２．会長あいさつ 

 ３．議 事 

   （１）特定非営利法人はあとけあの更新登録について 

   （２）特定非営利法人シニアネットワークさがみの更新登録について 

  （３）特定非営利法人ワーカーズ・コレクティブケアびーくるの旅客から収受 

する対価の変更について 

 ４．今後のスケジュール 

 ５．その他 

 ６．閉 会 
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１．開 会 

 【事務局より】 

 ・過半数以上の出席者を確認し、協議会の成立を報告。 

 ・小堤委員が異動のため、中澤委員に変更した旨を報告。 

 ・委任状により中澤委員の代理で脇氏、鈴木委員の代理で永井氏が出席している旨を

報告。 

 ・今回協議を行う事業者３団体の出席を報告。 

 ・事前送付した資料の確認。 

 

２．会長あいさつ 

 ・竹内職務代理よりあいさつ。 

 

３．議事 

＜協議事項＞ 

（１）特定非営利活動法人はあとけあの更新登録について 

 ・資料を基に、福祉有償運送の必要性、タクシー・福祉タクシーの台数及び公共交通

機関が行う移動制約者の輸送の状況、福祉タクシー利用助成交付状況、市内福祉有

償運送実施事業者の移送人員及び移送距離の実績を確認。また、自家用有償旅客運

送更新登録の申請に係る協議事項について、各項目に対してはあとけあの対応状況

に問題のないことを確認。 

 【主な意見・質疑内容】 

 ・移送人員実績、移送距離実績を見ると、昨年より減少しているが、何か要因は考え

られるか。 

 →減少の要因の一つとして事業者との間で確認された事項としては、腎透析患者の場

合、利用者が１人減ることによる実績の減少幅が大きく、大和市腎友会の実績が比

較的大きく減少していることが挙げられる。はあとけあに関しては前年より実績が

伸びている。（事務局回答） 

 ・移送実績の減少には、乗り合いなども影響しているのではないか。 

 →因果関係を細かく調査したわけではないが、影響している可能性もあると考えられ

る。（事務局回答） 

 ・迎車回送料に上限を設けていないが、このままではタクシー運賃の１／２を超える

可能性もある。上限を３００円と設定してはどうか。 

 →すごく遠くに迎えに行くことはあまりないため、タクシー運賃の１／２を超えるケ

ースはあまりなかったが、上限を定めることに問題はない。（事業者回答） 

 →上限を定めることで合意（委員全員） 

 

 



平成 25 年度第 3 回福祉有償運送運営協議会 

（H26/2/7） 

3 

・職務代理より、本協議事項について協議メンバーの挙手による表決を実施。 

 

【表決】 

 議決：賛成 ９名 

過半数の賛成が得られたため、協議事項（１）特定非営利活動法人はあとけあ（更 

新登録）については、協議が調った。 

ただし出された意見を踏まえて、迎車回送料に上限を設けた料金体系で申請するこ 

ととなった。 

 

（２）特定非営利活動法人シニアネットワークさがみの更新登録について 

 ・資料を基に、福祉有償運送の必要性、タクシー・福祉タクシーの台数及び公共交通

機関が行う移動制約者の輸送の状況、福祉タクシー利用助成交付状況、市内福祉有

償運送実施事業者の移送人員及び移送距離の実績を確認。また、自家用有償旅客運

送更新登録の申請に係る協議事項について、各項目に対してシニアネットワークさ

がみの対応状況に問題のないことを確認。 

 【主な意見・質疑内容】 

 ・迎車回送料の上限が決まっていないので、上限を３００円としてはどうか。 

 →問題ない。むしろ、遠方に住む利用者は迎車回送料が高くなってしまうという理由

で断り他の事業者を紹介していたため、上限を設定したほうが依頼を受けやすくな

って良い。（事業者回答） 

 ・迎車・乗車距離の端数についてはどのように処理しているのか。 

 →端数は基本的に切り捨て、きりのよい数字で計算し、料金を提示している。 

 

・職務代理より、本協議事項について協議メンバーの挙手による表決を実施。 

 

【表決】 

 議決：賛成 ８名 

過半数の賛成が得られたため、協議事項（２）特定非営利活動法人シニアネットワ 

ークさがみ（更新登録）については、協議が調った。 

ただし出された意見を踏まえて、迎車回送料に上限を設けた料金体系で申請するこ 

ととなった。 

 

（３）特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブケアびーくるの旅客から収受する

対価の変更について 

 ・資料を基に、現行からの変更点について説明。 

  消費税率の変更に伴い、現行価格から消費税分を除いた価格にした後、８％（１０

円未満は切り上げ）を足した価格に変更したいということであった。 
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 【主な意見・質疑内容】 

 ・他の事業者から同じような申請はないのか。 

 →現時点ではないが、もし申請があれば協議会を開催させていただく。（事務局回答） 

 ・消費税が８％から１０％にあがるタイミングで消費税分だけ対価を変更する際は、

書面での議決を行うことも可能だが、書面での議決にするかどうかは今決めなけれ

ばならない。 

 →１０％への増税に伴う対価の変更の際も、集まって協議する。（委員回答） 

 

・職務代理より、本協議事項について協議メンバーの挙手による表決を実施。 

 

【表決】 

 議決：賛成 ９名 

過半数の賛成が得られたため、協議事項（３）特定非営利活動法人ワーカーズ・コ 

レクティブケアびーくる（旅客から収受する対価の変更）については、協議が調っ 

た。 

 

  

４．今後のスケジュールについて 

 ・事務局より、今後のスケジュールについて説明。平成２６年度の更新登録の案件は

ないため、対価の変更や新規登録等があれば随時開催することを説明。 

 

５．その他 

 

６．閉 会 

 ・職務代理より閉会の挨拶。終了。 

 

 

（記録：健康福祉部健康福祉総務課地域福祉担当 玉田） 


